
報  告  第  ２２  号  

平成２６年度新居浜市継続費精算報告について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４５条第２項の規定により、平成

２６年度新居浜市一般会計継続費の精算を次のとおり報告する。

平成２７年８月３１日提出

新居浜市長  石  川  勝  行



       

 

 平 成 ２６年 度  新 居 浜 市 一 般 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書  

（単位:円）

国庫支出金 県支出金 地方債

そ

の

他

国庫支出金 県支出金 地方債

そ

の

他

国庫支出金 県支出金 地方債

そ

の

他

25 2,900,000 - 1,933,000 - - 967,000 2,662,000 - 2,028,000 - - 634,000 238,000 - △ 95,000 - - 333,000

26 6,127,000 - 4,085,000 - - 2,042,000 6,086,000 - 3,803,000 - - 2,283,000 41,000 - 282,000 - - △ 241,000

計 9,027,000 - 6,018,000 - - 3,009,000 8,748,000 - 5,831,000 - - 2,917,000 279,000 - 187,000 - - 92,000

24 948,375,000 379,350,000 - 512,100,000 - 56,925,000 71,549,759 27,359,600 - 39,700,000 - 4,490,159 876,825,241 351,990,400 - 472,400,000 - 52,434,841

25 94,171,000 37,668,000 - 50,800,000 - 5,703,000 838,837,874 334,643,250 - 453,800,000 - 50,394,624 △ 744,666,874 △ 296,975,250 - △ 403,000,000 - △ 44,691,624

26 31,687,000 12,675,000 - 17,100,000 - 1,912,000 48,060,696 21,963,600 - 25,500,000 - 597,096 △ 16,373,696 △ 9,288,600 - △ 8,400,000 - 1,314,904

計 1,074,233,000 429,693,000 - 580,000,000 - 64,540,000 958,448,329 383,966,450 - 519,000,000 - 55,481,879 115,784,671 45,726,550 - 61,000,000 - 9,058,121
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参照条文  

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）抜粋  

 

（継続費）  

第１４５条  （省  略）  

２  普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度（継続費に係る歳出予算の金額の

うち法第２２０条第３項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合に

は、その繰り越された年度）が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自

治法第２３３条第５項の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。  

３  （省  略）  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）抜粋  

 

（決算）  

第２３３条  （省  略）  

２～４  （省  略）  

５  普通地方公共団体の長は、第３項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつ

ては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令

で定める書類を併せて提出しなければならない。  

６  （省  略）  




